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衆
議
院
議
員
辻
元
清
美
君
提
出
日
本
の
核
武
装
に
つ
い
て
の
麻
生
首
相
の
認
識
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁
書

一
に
つ
い
て

政
府
と
し
て
は
、
非
核
三
原
則
を
政
策
上
の
方
針
と
し
て
堅
持
し
て
い
る
。
ま
た
、
原
子
力
基
本
法
（
昭
和
三
十
年
法
律

第
百
八
十
六
号
）
に
お
い
て
、
原
子
力
の
研
究
、
開
発
及
び
利
用
は
平
和
の
目
的
に
限
り
行
う
旨
が
規
定
さ
れ
て
い
る
。
さ

ら
に
、
我
が
国
は
、
核
兵
器
の
不
拡
散
に
関
す
る
条
約
（
昭
和
五
十
一
年
条
約
第
六
号
。
以
下
「
Ｎ
Ｐ
Ｔ
」
と
い
う
。
）
上

の
非
核
兵
器
国
と
し
て
、
核
兵
器
等
の
受
領
、
製
造
等
を
行
わ
な
い
義
務
を
負
っ
て
い
る
。

我
が
国
に
よ
る
核
兵
器
の
保
有
に
関
し
、
国
民
の
間
で
い
か
な
る
議
論
が
行
わ
れ
て
い
る
か
、
逐
一
把
握
し
て
い
る
わ
け

で
は
な
い
が
、
政
府
と
し
て
は
、
非
核
三
原
則
の
見
直
し
に
つ
い
て
議
論
し
て
お
ら
ず
、
議
論
す
る
こ
と
も
考
え
て
い
な
い
。

二
に
つ
い
て

原
子
力
基
本
法
に
お
い
て
、
原
子
力
の
研
究
、
開
発
及
び
利
用
は
平
和
の
目
的
に
限
り
行
う
旨
が
規
定
さ
れ
て
お
り
、
ま

た
、
我
が
国
は
、
Ｎ
Ｐ
Ｔ
上
の
非
核
兵
器
国
と
し
て
、
核
兵
器
等
の
受
領
、
製
造
等
を
行
わ
な
い
義
務
を
負
っ
て
お
り
、
こ

の
義
務
を
誠
実
に
履
行
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
政
府
と
し
て
は
、
核
兵
器
に
つ
い
て
の
詳
細
な
知
識
は
有
し
て
お
ら
ず
、

「
プ
ル
ト
ニ
ウ
ム
を
使
っ
て
核
兵
器
を
作
る
能
力
」
、
「
核
兵
器
を
ロ
ケ
ッ
ト
な
ど
で
搬
送
す
る
技
術
」
に
関
す
る
お
尋
ね

一



に
お
答
え
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
。

三
の
�
か
ら
�
ま
で
に
つ
い
て

外
交
上
の
個
別
の
や
り
取
り
の
具
体
的
内
容
や
、
や
り
取
り
に
係
る
詳
細
に
つ
い
て
明
ら
か
に
す
る
こ
と
は
、
ア
メ
リ
カ

合
衆
国
（
以
下
「
米
国
」
と
い
う
。
）
と
の
関
係
も
あ
り
差
し
控
え
た
い
が
、
本
年
十
月
十
二
日
午
前
零
時
こ
ろ
（
日
本
時

間
。
以
下
同
じ
。
）
に
行
わ
れ
た
米
国
に
よ
る
北
朝
鮮
の
テ
ロ
支
援
国
家
指
定
の
解
除
（
以
下
「
指
定
解
除
」
と
い
う
。
）

の
発
表
に
先
立
ち
、
政
府
は
、
米
国
政
府
と
の
間
で
緊
密
な
協
議
を
行
っ
て
き
た
経
緯
が
あ
り
、
例
え
ば
、
本
年
十
月
初
旬

の
米
国
と
北
朝
鮮
と
の
間
の
協
議
の
後
に
は
、
事
務
レ
ベ
ル
の
協
議
に
加
え
、
同
月
十
日
に
日
米
外
相
電
話
会
談
を
、
ま
た
、

翌
十
一
日
午
後
十
一
時
三
十
分
こ
ろ
か
ら
日
米
首
脳
電
話
会
談
を
そ
れ
ぞ
れ
行
っ
た
。
政
府
は
、
こ
れ
ら
の
協
議
の
中
で
、

米
国
政
府
か
ら
指
定
解
除
の
発
表
に
つ
い
て
事
前
に
説
明
を
受
け
て
お
り
、
い
ず
れ
に
せ
よ
、
政
府
と
し
て
、
米
国
政
府
が

我
が
方
の
意
思
と
は
無
関
係
に
指
定
解
除
の
意
思
決
定
を
行
っ
た
も
の
と
は
認
識
し
て
い
な
い
。

三
の
�
に
つ
い
て

我
が
国
は
、
安
全
保
障
、
政
治
、
経
済
等
の
分
野
で
米
国
と
の
協
力
関
係
の
一
層
の
強
化
の
た
め
の
不
断
の
努
力
を
行
っ

て
き
て
お
り
、
日
米
同
盟
は
一
貫
し
て
強
化
さ
れ
て
き
て
い
る
。

二



四
に
つ
い
て

本
年
十
月
十
九
日
の
航
空
観
閲
式
に
お
い
て
麻
生
内
閣
総
理
大
臣
は
、
「
日
米
安
全
保
障
体
制
の
信
頼
性
を
、
一
層
向
上

さ
せ
て
い
く
こ
と
が
重
要
」
と
訓
示
す
る
予
定
で
あ
っ
た
と
こ
ろ
、
「
日
米
安
全
保
障
体
制
の
信
頼
回
復
を
、
一
層
向
上
さ

せ
て
い
く
こ
と
が
重
要
」
と
誤
っ
て
述
べ
た
も
の
で
あ
る
が
、
こ
の
点
は
総
理
秘
書
官
か
ら
報
道
関
係
者
に
そ
の
旨
の
訂
正

を
行
っ
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。

い
ず
れ
に
せ
よ
、
日
本
国
と
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
と
の
間
の
相
互
協
力
及
び
安
全
保
障
条
約
（
昭
和
三
十
五
年
条
約
第
六
号

）
に
基
づ
く
日
米
安
全
保
障
体
制
は
、
我
が
国
防
衛
の
柱
で
あ
り
、
こ
れ
ま
で
も
日
米
安
全
保
障
体
制
の
信
頼
性
の
一
層
の

向
上
に
努
め
て
き
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。

三


